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研究成果の概要（和文）：本研究では，ネグレクト防止に向けた学校ソーシャルワーク実践に関する基礎的研究として
スクールソーシャルワーカーへの調査を実施した．その結果，１）活動形態、２）勤務日数、３）担当学校数によりネ
グレクト児童に対する支援の実態に違いがあることが明らかとなった。また、ネグレクト児童への実際の支援では、１
）校内でのチームアプローチ、２）関係機関との連携、３）親の状況改善への意欲が支援場面の重要な促進因子である
ことが示された。

研究成果の概要（英文）：This study constitutes basic research on school social work practice for the 
prevention of neglect. To this end, a series of interviews were conducted with school social workers. The 
data collected confirmed that there are differences from school social worker to school social worker in 
terms of (1) the form of professional activity, (2) number of working days, and (3) number of schools for 
which a school social worker is responsible. The cumulative effect of these differences is a high degree 
of variation in terms of the support given to children. In addition, and in relation to offering support 
in cases of neglect, the following were found to be important factors contributing to effective support: 
(1) a team approach at the school, (2) cooperation with relevant organizations, and (3) willingness on 
the part of the parents to improve the situation.

研究分野： 学校ソーシャルワーク

キーワード： 学校ソーシャルワーク　ネグレクト

  ２版



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
近年、わが国では深刻な社会問題の一つと

して、「児童虐待」が激増している。2011 年

度に全国の児童相談所が対応した児童虐待

の相談件数は 5 万 9862 件に上り、国が調査

を開始して僅か 20年余りで約 60倍にまで増

加した。その内訳は、乳児から学齢児までの

割合が全体の約 95%であり、そのうち約 50%

を小中学校の児童生徒が占めている。これら

の適切な支援介入において、学校と児童相談

所をはじめとする関係機関との連携が重要

であることは明らかでありながら、厚生労働

省（2010）『平成 21 年度福祉行政報告例結果

の概況』で示された結果では、学校等から児

童相談所へ寄せられた相談の割合は僅か

12%に過ぎなかった。 

 これまで、児童相談所を対象とした児童虐

待関連の調査は、才村（2005）、柏女（2001）、

高橋（1996）など多くの研究者により行われ

てきた。近年では、安部（2011）らにより、

要保護児童対策地域協議会の有効的活用に

向けた市町村福祉事務所（子ども担当窓口）

を対象に全国調査などが行われてきた。一方、

学校（教師）を対象とした児童虐待関連調査

については、田中（2010）や岩崎ら（2007）

などによる実態調査が行われているが、対象

及び内容についても極めて限定的である。そ

の遠因として、学校（教師）の児童虐待に対

する現状認識の低さや、機関連携に向けた判

断基準の不透明性などの課題を示す研究も

存在する（高良 2008）。 

一方、筆者（2012）が実施した福岡県内ス

クールソーシャルワーカー40 名（以下、

SSW）を対象としたアンケート調査によれば、

2011年度にSSWが学校現場で支援介入を行

った児童虐待事例のうち、最も多いのがネグ

レクト（56.7%）であった。次いで心理的虐

待、身体的虐待、性的虐待の順となっている

（図１）。これは 2010 年度に児童相談所が相

談対応を行った種別割合（身体的虐待 38.8%、

ネグレクト 32.7%、心理的虐待 26.5%、性的

虐待 2.4%）と比較した場合、学校と児童相

談所が直面する児童虐待の実態に差異があ

ることがわかる。さらに、図１のうちネグレ

クトや心理的虐待事例に対する児童相談所

の未介入率が 80％を超えていることも潜在

する課題を推察することができる（図２）。    

過去、学校ソーシャルワーク実践での児童

虐待に関する先行研究は、虐待防止に向けた

SSW の効果的活用（山下 2011）、ネグレク

ト（野尻 2011）や性的虐待（金澤 2009）な

どの種別に対応した支援方法を考察したも

のなどがある。しかし、学校ソーシャルワー

クを基盤にした児童虐待に関する研究から

モデルを構築したものは散見できない 
 
２．研究の目的 
本研究の目的は、ネグレクト防止に向けた

学校ソーシャルワーク実践に関する基礎的

研究を行うことにある。近年、わが国で激増

する児童虐待は深刻な社会問題である。とり

わけ、ネグレクトはその定義の抽象性が高い

ことなどから、学校や関係機関による支援介

入の見極めが困難な事例が多く、連携も十分

に機能していない状況がある。加えて、ネグ

レクトが学校教育問題（不登校、いじめ、非



行等）とも密接に関連していることが複数の

先行研究より示されていることから、被虐待

割合が高い学齢期の児童生徒に対する支援

が必要であると考えた。そこで本研究では、

教育と福祉の領域で活動するスクールソー

シャルワーカーを対象とした実態調査から、

ネグレクト防止に向けた学校ソーシャルワ

ーク実践プログラムを開発するための基礎

的研究を行う。 

 
３．研究の方法 
 本研究では、（１）ネグレクト事例に対す

るスクールソーシャルワーカーの専門的役

割、（２）ネグレクト事例に対する学校ソー

シャルワーク実践の現状と課題の２点を明

らかにしていくためにスクールソーシャル

ワーカーを対象とした調査を実施する。 

 

（１）ネグレクト事例に対するスクールソー

シャルワーカーの専門的役割に関する調査 

①調査目的 

 本調査はネグレクト児童に対するスクー

ルソーシャルワーカーの支援役割について

明らかにすることを目的として実施した。

2008 年度に文部科学省『スクールソーシャ

ルワーカー活用事業』が開始されて以後、わ

が国におけるスクールソーシャルワーカー

事業の展開状況は地域により異なる。ネグレ

クト児童に対する支援においてもそのこと

は同様であり、地域性以外にも活動形態や勤

務日数など諸条件により差異が生じる。そこ

で、本調査では全国的にスクールソーシャル

ワーカー事業の先進地で活動する現任者を

対象にスクールソーシャルワーカーが考え

るネグレクト児童への支援役割について明

らかにしていくことを目的とする。 

②調査対象 

わが国において先進的にスクールソーシ

ャルワーカー活用事業を行う自治体で活動

を行うスクールソーシャルワーカーを本調

査の対象とした。サンプリングの根拠として

は、日本学校ソーシャルワーク学会（2011）

が刊行した報告書「学校ソーシャルワーク研

究『全国自治体調査報告書』」を参考に、①

SSW の採用が 10 名以上である（平成 24 年

度実績）。②社会福祉士または精神保健福祉

士の有資格を SSW 任用要件としている。③

SSW の育成及び指導を目的として、スーパ

ービジョン体制が整備されている。以上の３

点の条件を満たす自治体として、福岡県、大

阪府、京都府、熊本県の４か所を抽出して現

地のスクールソーシャルワーカーに本調査

の趣旨説明を行い、任意でアンケートへの回

答について協力を依頼した。 

③調査方法 

調査方法は無記名自記式質問紙調査とし

た。本調査は「ネグレクト児童への支援にお

けるスクールソーシャルワーカーの役割」と

題して、最初に活動形態（配置型・派遣型）

について選択をしてもらったうえで、a. 児童、

b. 家族（※保護者を中心に）、c. 学校（※教

師を中心に）、d. 関係機関，e. 地域の５つの

対象へのスクールソーシャルワーカーの役

割について自由記述にて回答を求めた。なお、

回答者が考えるスクールソーシャルワーカ

ーの役割は実際に実務として行っている内

容の範囲で回答することを求めた。 
 

表１ 調査スケジュール 

調査地 調査実施日 回答者 SSW１）が活動する自治体 

京 都 2013 年 10 月 27 日 11 名 京都府，大阪府，兵庫県，滋賀県 

熊 本 2014 年 12 月 27 日 13 名 熊本県 

福 岡 2015 年 3 月 5 日 ９名 福岡県（政令市を除く） 

大 阪 2015 年 3 月 23 日 ６名 大阪府 

１）SSW（スクールソーシャルワーカー） 

 

（２）ネグレクト事例に対する学校ソーシャ

ルワーク実践の現状と課題に関する調査 



①調査目的 

スクールソーシャルワーカーが直接的に

支援を行うネグレクト事例の質的分析から、

効果的な支援のあり方について考察するこ

とを本調査の目的とする。具体的には、ネグ

レクト環境にある児童への支援を行うスク

ールソーシャルワーカーを対象にヒアリン

グ調査を行う。一定期間の支援経過ならびに

結果を聴き取り、それらの状況分析からネグ

レクト児童への支援において求められる効

果的な学校ソーシャルワークについて検討

を行う。 

②調査対象 

 福岡市教育委員会に所属するスクールソ

ーシャルワーカー12 名を調査対象とした。サ

ンプリングの根拠としては、①学校ソーシャ

ルワークの質、②直接支援、③勤務日数の３

点とした。①は、全国でスクールソーシャル

ワーカーとして活動する者のうち約６割が

無資格者であるなか、福岡市教育委員会で活

動するスクールソーシャルワーカーは全員

が社会福祉士の有資格者であることから一

定の質を担保するものと判断した。②につい

ては、福岡市教育委員会では「配置型（拠点

巡回型）」を採用している。この配置型（拠

点巡回型）は一つの中学校区をスクールソー

シャルワーカーの担当エリアと定め、そのな

かの一つの小学校を「拠点校」として籍を置

く。その他の小学校や中学校は「巡回校」と

して拠点校に準じた支援活動を実施してい

く。拠点巡回型は日本の学校教育システムの

特徴を活用した学校配置型の活動形態であ

り、スクールソーシャルワーカーは学校教職

員の一人として直接的な支援活動を行うこ

とができる。③については、福岡市教育委員

会のスクールソーシャルワーカーは週４日

の勤務を行っている。常勤的配置で支援活動

を展開することが期待できることから、ネグ

レクト児童への支援においても一定の支援

役割を果たすことが可能であると考えた。以

上のことから福岡市教育委員会のスクール

ソーシャルワーカーに本調査対象として協

力を依頼した。 

③調査方法 

2013年 6月から 2014年 3 月にかけて福岡

市教育委員会のスクールソーシャルワーカ

ー（12 名）に対して個別にヒアリング調査を

実施した。ヒアリング調査はスクールソーシ

ャルワーカーと調査者である筆者が個別で

行った。調査は一人につき 60 分と定めた。

スクールソーシャルワーカーには事前に調

査概要を説明し、ネグレクト児童に支援を行

った事例のうち、スクールソーシャルワーカ

ーの支援介入により状況が改善した事例（改

善事例）と対照的に状況改善が見られなかっ

た事例（未改善事例）の計２事例を聴き取り

した。 

 

４．研究成果 

 本研究の成果については、３．研究の方法

で述べた２つの調査結果に基づいて、各々に

まとめるものとする。 

（１）ネグレクト事例に対するスクールソー

シャルワーカーの専門的役割に関する調査 

①活動形態 

 配置型のスクールソーシャルワーカーは

ネグレクト児童に対して直接的な支援を行

っていることが多く、教職員との連携も日常

的に行っている。また、対象児童だけでなく

保護者にもアプローチを行い、ネグレクト状

況に関するアセスメントを丁寧に行いなが

ら、必要に応じてアドボカシー活動なども行



っていた。 

 一方、派遣型の場合はネグレクト児童に直

接的に関わることを想定していないという

回答もあり、基本的には教職員を介した間接

的支援が中心であることが明らかとなった。

主に教職員が収集したネグレクトに関する

情報等の状況分析を行い、支援方法等に関す

るコンサルテーションを行う機会が多い。 

②勤務日数 

 勤務日数が多いスクールソーシャルワー

カーは学校組織の一員として教職員に認知

されていることから、定期的な情報収集や意

見交換、さらには目標に応じた柔軟な支援を

行いやすい。また、地域住民とのつながりも

深くなるため、公的な制度・サービスで補う

ことのできない場合は、インフォーマル・ネ

ットワークを駆使してネグレクト児童への

支援を行っている。 

 対して、スクールソーシャルワーカーの勤

務日数が少ない場合は、教職員の一員という

よりは「外部の専門家」としての様相が強い。

そのことを利用して、コンサルテーションを

中心とした間接的な支援を行っているスク

ールソーシャルワーカーも多い。勤務日数が

少ないため、スクールソーシャルワーカーが

支援役割を果たす機会は限定的であり、緊急

性が高い場合などは機関連携などのコーデ

ィネーター役が中心となっている。 

③担当学校数 

 スクールソーシャルワーカーが担当する

学校数は自治体により大きくことなってい

る。担当する学校数が多いほど派遣型を採用

していることが多い。その場合、すべての学

校を均等に対応しているとは言い難く、派遣

要請のある学校を中心に活動せざるを得な

い状況にある。また、派遣を求める事例の多

くは状況が深刻化していることから即応的

な支援が求められ、その背景にネグレクトが

潜在しているという事例は少なくない。 

 担当する学校が複数ある場合でも、校種が

異なれば小中連携などにおいて重要な役割

をスクールソーシャルワーカーが担ってお

り、ネグレクト児童の不登校等の予防に向け

て早い段階での情報共有等が図られている。 

 

（２）ネグレクト事例に対する学校ソーシャ

ルワーク実践の現状と課題に関する調査 

改善事例と未改善事例の比較から導き出

された支援の促進因子を下記３点挙げる。 

①校内でのチームアプローチ 

 改善事例では校内でのチームアプローチ

が円滑に行われていることが示された。特定

の教職員に負担が偏ることは、支援の停滞を

招くリスクが高いことから、ケース会議を中

心に定期的な情報共有を行い、共通理解・共

通実践を意識した支援が展開されていた。そ

の際、個人の責任を回避して学校で取り組む

ことができることなどを重点的に検討して

いるところが多くみられた。スクールソーシ

ャルワーカーは教職員が見えにくい子ども

や家族に関する情報等を代弁的に伝えるだ

けでなく、関係機関等の校外での動きについ

ても適宜情報を取り入れて支援の方向性を

見据えるうえで必要なかじ取りを担ってい

るところが多い。 

②関係機関との連携 

学校が単独で対象児童や家族に支援を行

う事例ほど状況改善が難しい傾向にあった。

協働的な機関連携を促進していくためには、

学校から関係機関に対して積極的な情報提

供を行い、日常的な関わりを増やしていくこ

とが良好な関係を築いていくうえで重要で

あることが明らかとなった。また、家庭環境

の問題においては、役割分担を明確にして関



係機関を中心に支援体制を組んだ方が効果

的であることも示された。しかし、学級担任

などは関係機関と連携する場面に立ち会う

機会が少なく、特定の教職員（管理職、生徒

指導、養護教諭など）のみが対応しているこ

とが多いことから、積極的な機関連携を促進

していくための校内体制づくりが学校にと

っては重要な課題である。 

③親の状況改善に向けた意欲 

ネグレクトは家庭内における問題である

ため、最終的には保護者である親の行動変容

が必須となる。その際、支援者側の偏見が状

況改善を阻害するリスクがあるため、スクー

ルソーシャルワーカーはそれらを軽減する

ための必要情報を教職員へ提供して、子ども

を中心に据えた支援を検討していくうえで

の中心的役割を担う。主な支援としては、対

象児童の自尊感情を高めることを目的とし

た成功体験の蓄積などが有効な方法である。

学校としては教育保障の観点から逸れるこ

となく継続的な支援を行うことにより、対象

児童の行動変容が保護者である親の状況改

善に向けた動機づけにつながる機会が多い

ことが明らかとなった。スクールソーシャル

ワーカーは当事者に寄り添う姿勢を大切に

しながら、親の状況改善に向けた意欲を高め

ていくことも示された。 

 

 スクールソーシャルワーカーを対象とし

た調査からネグレクト児童への実際的な支

援の現状を明らかにして今日的課題を整理

できたことは、ネグレクト防止に向けた学校

ソーシャルワーク実践の体系化を目指して

いくうえでの研究成果であると考える。今後、

これらの結果を踏まえて実践モデルの構築

に向けたさらなる研究へと発展させていき

たい。 
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